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農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱の一部改正について

今般、平成26年７月16日から平成27年３月31日までの間に、平成26年産米の生産者に

対して融通された農林漁業セーフティネット資金について、金利負担軽減措置（貸付当

初１年間実質無利子化）を講じることとした。

このことに伴い、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱（平成24年４

月６日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとお

り改正されたので、御了知の上、本制度の適正かつ円滑な実施につき特段の御配慮をお

願いする。

以上、命により通知する。×


